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危機管理課からのお知らせ 

（危機管理課） 

１ 危機管理センターの運用開始及び危機管理課の移転について           

⑴ 要旨 

令和８年４月１日から危機管理センター（日向445）を運用開始するととも

に、危機管理課が危機管理センター２階へ移転します。 

 

⑵ 危機管理センターの機能 

・災害対策本部 

・防災用品等の備蓄物資保管場所 

・緊急物資集積場所及び中継・分配場所 

・情報通信施設など 

 

⑶ 所在地 

危機管理課への書類の提出等の宛先は、以下のとおりお願いいたします。 

 令和８年３月31日まで 令和８年４月１日から 

所在地 

〒410-2413 

伊豆市小立野38-2 

伊豆市役所本庁１階 

〒410-2406 

伊豆市日向445 

危機管理センター２階 

※メールアドレスは変更ありません。 

※令和８年４月１日以降に直接危機管理課へお越しになる場合は、危機管理セ

ンターへお越しください。 

 

※詳細は広報３月号に掲載しますので、ご確認ください。 

 

２ 令和８年度 防災関係の名簿提出について                     

⑴ 自主防災会長 

提出書類 

【様式１】令和８年度 自主防災会長・防災指導員・避難所運営補助員報告名簿 

 

⑵ 防災指導員の選出 

ア 要旨 

地域住民への防災意識の普及啓発に取り組んでいただくため、市が実施する

研修会を通じて、防災知識を習得いただきます。任期は３年とし、定数は自主

防災会の区域ごとに３人以内です。市長から委嘱を行います。 

女性の積極的な選出にもご協力をお願いします。 
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イ 提出書類 

【様式１】令和８年度 自主防災会長・防災指導員・避難所運営補助員報告名簿 

※令和７年度の防災指導員の継続状況についても併せて報告ください。 

※防災指導員を選出しない場合は、空欄でご提出ください。 

 

⑶ 避難所運営補助員の選出 

ア 要旨 

避難者による避難所の自主運営を目指すため、風水害で指定避難所を開設し

た場合、避難所運営補助員の派遣を依頼します。依頼の流れや活動内容等の詳

細は、別紙１をご覧ください。 

男性１名以上、女性１名以上の選出をお願いします。 

イ 提出書類 

【様式１】令和８年度 自主防災会長・防災指導員・避難所運営補助員報告名簿 

 

※⑴～⑶における様式１の提出期限は、【令和８年３月27日（金）】です。 

 

⑷ 消火班・消防協力隊の設置について 

名簿の提出は不要ですが、火災の初期消火や災害時の初期活動にあたり、引

き続き設置へのご協力をお願いします。 

 

３ 自主防災組織への補助金制度について                       

⑴ 自主防災組織の資機材等整備事業補助金 

ア 補助対象経費  補助対象資機材の購入に要する経費 

イ 補助額 

(ア) 通常 

補助対象経費の３分の２以内、年間の補助上限額50万円 

(イ) 「わたしの避難計画」の作成世帯数が９割以上の場合 

補助対象経費の４分の３以内、年間の補助上限額100万円 

ウ 申請期日  令和８年７月31日（金） 

 

⑵ 自主防災組織活動支援補助金 

ア 補助対象経費  防災訓練等の訓練、研修及び啓発事業に係る消火器、医

薬品、備蓄食料、炊き出し訓練時の原材料、飲み物（酒

類を除く。）、文房具等の購入経費 

※炊き出し訓練の原材料は、米飯類・麺類・汁物を想定しています。 
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イ 補助額 

(ア) 通常 

補助額は上記購入経費、補助上限額は世帯数に200円を乗じて得た額 

(イ) 「わたしの避難計画」の作成世帯数が９割以上の場合 

補助額は上記購入経費、補助上限額は世帯数に400円を乗じて得た額 

ウ 申請期日  令和８年12月25日（金） 

 

⑶ 「わたしの避難計画」作成による加算措置について 

市では、全地区での「わたしの避難計画」作成世帯９割以上達成を目指して

います。そのため、当該加算措置は令和８年度も継続します。 

なお、現在の作成９割達成済み地区は、24/118地区です。（20.3％） 

※既に達成済みの地区についても、令和８年度に加算措置を受ける場合は再度

「わたしの避難計画作成報告書」の提出をお願いします。 

 

※自主防災組織への補助金の詳細と提出様式につきましては、令和８年度第１回

区長会でご案内いたします。 

 

４ 令和８年度 防災訓練の実施日程について                   

区分 日程（予定） 備考 

土 砂 災 害 防 災 訓 練 令和８年６月７日（日） 
モデル地区： 

土肥地区を予定 

伊豆市総合防災訓練 令和８年８月30日（日） 市内全域対象 

伊豆市地域防災訓練 令和８年12月６日（日） 市内全域対象 

津 波 避 難 訓 練 令和９年３月７日（日） 土肥地区のみ対象 

 ※令和７年度の実施実績を基に作成しています。日程については、変更する場合

がございますので、予めご承知おきください。 

 

５ 令和７年度 自主防災組織実態調査の実施について              

  本調査は、自主防災組織の実態を把握し、今後の防災対策を検討する上での、

基礎資料とするため、『自主防災組織実態調査』を実施します。 

 ⑴ 調査方法 

   Googleフォームによるアンケート調査（計36問） 

  

 ⑵ 調査回答期日 

   令和８年５月31日(日)まで 
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 ⑶ アンケート回答 

   下記URLより御解答をお願いいたします。所要時間はおよそ30分です。 

アンケート回答 

URL 

https://forms.gle/mmTtn4pmVFCP5qpu5 

 

URLの検索、又は右のQRコードをスキャン 

 

   ※自主防災組織実態調査の詳細は、別紙２をご覧ください。 

 

６ 伊豆中学校の避難所の指定について                         

 令和８年４月１日から、新たに伊豆中学校『体育館』を指定避難所に追加しま

した。 

日向、加殿、田代、奥野自治会は、これまで『修善寺東小学校 体育館』を指定

の避難所としていましたが、今後は原則として、『伊豆中学校 体育館』が指定の

避難所となります。 

 

 ※伊豆中学校の避難所詳細は、別紙３をご覧ください。 

 

７ 新たな防災気象情報について                            

  市民の皆さまが避難などの行動をとりやすくなるよう、大雨・河川氾濫・ 

土砂災害・高潮に関する防災気象情報の名称や体系を整理し、令和８年５月下旬

(予定)から新しい防災気象情報の運用が開始されます。 

  

 ※新しい防災気象情報の詳細は、別紙４をご覧ください。 

 

８ 南海トラフ地震臨時情報発表時の対応について（土肥地区のみ）           

詳細は、別紙５をご確認ください。 

https://forms.gle/mmTtn4pmVFCP5qpu5
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【別紙１】避難所運営補助員について 

（危機管理課） 

１ 要旨 

令和７年度から引き続き、風水害で指定避難所を開設した場合、状

況により、避難所運営補助員の派遣を依頼します。 

 

２ 背景 

⑴ 誰もが被災するリスクがあり、市職員をすぐに避難所へ派遣できない場合が

ある。 

⑵ 避難所の開設が長期化した場合、市職員が避難所運営に専念してしまうこと

で、災害対応や復旧・復興への遅れが懸念される。 

⑶ 令和元年台風19号では1,879人が指定避難所へ避難し、中でも修善寺南小学校

には297人が避難した。災害の規模が大きい場合、市職員(各指定避難所２～３

人)のみでは避難所運営にマンパワー不足が生じる。 

 

３ 依頼の流れ 

⑴ 市から避難所運営補助員の派遣を依頼します。 

以下のすべてに該当した場合、避難所運営補助員の派遣を依頼します。依頼

の連絡は、市から避難所運営補助員へ電話にて行います。 

・風水害で指定避難所を開設した場合 

・警戒レベル３「高齢者等避難」以上の避難情報を発令した場合 

・市長による協力の要請 

※指定避難所ごとに輪番制で対象地区を選定し、避難所補助員に連絡します。 

⑵ 避難所運営補助員は、市から派遣依頼の電話があったら、対応の可否を回答

してください。 

※市外に外出中等で都合が付かない場合は輪番の次の地区の方へ依頼します。 

⑶ 対応可能な避難所運営補助員は、自分の地区の指定避難所で、避難所派遣市

職員とともに避難所を運営します。 

※活動の終了時間は、避難所派遣市職員を通して伝達します。 

 

４ 避難所運営補助員の選出について 

各地区（区・自治会・郷・町内会）から男性１名以上、女性１名以上の選出を

お願いします。 

⑴ 避難所運営補助員の要件 

・地区の三役以外の方（防災指導員とは兼任可） 

・緊急時に連絡が取れる方（携帯電話での連絡が可能な方） 
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⑵ 提出書類 

【様式１】令和８年度 自主防災会長・防災指導員・避難所運営補助員報告名簿 

⑶ 提出期限  令和８年３月27日（金） 

 

５ 避難所運営補助員の活動内容 

項目 内容 

⑴ 避難者と市職員

間の顔の見える

関係づくり 

同じ地域の方や知り合いの方が避難された際に声をかけ

ていただくとともに、市職員へ言いにくい困りごとや意

見を聞いていただき、市職員に伝えてください。 

⑵ 受付場所やゴミ

箱等、避難所運

営で使う備品の

設置 

・受付場所の作成（机等の準備） 

・ゴミ箱の設置 

・掲示物の貼り付け 

・防災倉庫から必要な備蓄品を運ぶ 

⑶ 避難者の受付や

案内 

・避難者の受付（避難所派遣市職員の補助） 

・避難者の案内（避難所のレイアウトを伝え、案内する） 

⑷ その他 ・飲食物の配給（避難者による持参を基本とし、必要に

応じて対応） 

・共用部分の清掃（長期間開設した場合に適宜対応） 

※上記の活動内容は例示となりますので、実際の派遣時には避難所派遣市職員と

協力して状況に合わせた活動をお願いします。 

※飲食物や被服、タオル、寝具等の各自で必要な物は、可能な範囲で持参にご協

力ください。 

 

６ 過去の風水害における指定避難所開設状況及び避難所運営補助員の派遣実績 

年度 指定避難所開設回数 
うち避難所運営補助員 

派遣回数 

自主避難所 

開設回数 

令和元 

２回 

(台風15号 総避難者50人) 

(台風19号 総避難者1,879人) 

－ ２回 

令和２ ０回 － １回 

令和３ ０回 － １回 

令和４ ０回 － １回 

令和５ ０回 － １回 

令和６ ０回 － ２回 

令和７ 
１回 

(台風15号 総避難者３人) 

１回 

(台風15号 土肥地区７人) 
１回 



山本　和喜
タイプライター
<令和７年度　第３回区長会>


山本　和喜
タイプライター
【別紙２】　令和７年度　自主防災組織実態調査の実施について

山本　和喜
矢印

山本　和喜
タイプライター
（危機管理課）
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【別紙３】指定避難所の追加について 

（危機管理課） 

１ 要旨 

令和８年４月１日から伊豆中学校体育館を指定避難所として利用 

できます。 

 

２ 内容 

市内22（風水害時）箇所の指定避難所に加え、伊豆中学校『体育館』を指定 

避難所に追加しました。 

日向、加殿、田代、奥野自治会は、これまで『修善寺東小学校 体育館』を指定

の避難所としていましたが、今後は原則として、『伊豆中学校 体育館』が指定の

避難所となります。 

 

≪伊豆中学校避難対象地区≫ 

 日向、加殿、田代、奥野 

 

≪避難の際には下記の点に注意してください。≫ 

（１）避難所開設時には、情報メール等でお知らせします。 

（２）避難所の開設は、突発災害を除き、生徒の避難が優先されます。 

（３）駐車場は中学校西側（遠藤橋側）になります。 

（４）体育館入口は道路側からになります。 

※グラウンドへの駐車はご遠慮ください、詳しくは図面を参照ください。 

 

いざというときに慌てないよう、普段から家庭や自治会内で、避難する場所やその

経路、連絡方法などを話し合っておきましょう。 

 

 



10
0 

m

N

➤➤

N
Im

ag
e 

©
 2

02
6 

A
irb

us

Im
ag

e 
©

 2
02

6 
A

irb
us

Im
ag

e 
©

 2
02

6 
A

irb
us

堀江 育夫
テキストボックス
伊豆中学校避難所駐車場進入路

堀江 育夫
矢印

堀江 育夫
矢印

堀江 育夫
矢印

堀江 育夫
矢印

堀江 育夫
矢印

堀江 育夫
テキストボックス
避難者駐車場



稲垣 僚太
テキストボックス
校長室

稲垣 僚太
テキストボックス
小会議室

堀江 育夫
テキストボックス
避難者出入口

堀江 育夫
テキストボックス
1,000㎡　303人

堀江 育夫
テキストボックス
３００㎡90名

堀江 育夫
矢印

堀江 育夫
矢印

堀江 育夫
矢印

堀江 育夫
矢印

堀江 育夫
矢印

堀江 育夫
矢印

堀江 育夫
テキストボックス
キーボックス

堀江 育夫
矢印







南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨
時
情
報
発
表
時
の
対
応
に
つ
い
て

大
藪
、
中
浜
、
平
野
、
浜
、
黒
根
、
屋
形
、
金
山
、
馬
場
、
小
池
、
松
原
、
西
浜
、
下
村
、
米
崎

現
時
点
で
地
震
の
予
知
は
困
難
な
こ
と
が
、
地
震
学
者
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
「
南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨
時
情

報
（
以
下
、
臨
時
情
報
）
」
が
発
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
臨
時
情
報
（
巨
大
地
震
警
戒
）
が
発
表
さ
れ
た
場

合
、
地
域
の
皆
さ
ん
に
は
、
日
ご
ろ
か
ら
の
地
震
へ
の
備
え
を
再
確
認
し
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
津
波
到
達
ま
で
に
避
難
完
了
で
き

な
い
方
（
事
前
避
難
対
象
地
域
内
の
方
等
）
は
、
1
週
間
の
事
前
避
難
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

・事
前
避
難
先
は
、
津
波
の
浸
水
区
域
外
の
親
類
や
知
人
宅
、
指
定
避
難
所
な
ど
と
す
る
。

・避
難
の
際
は
、
防
犯
対
策
と
し
て
戸
締
り
の
徹
底
や
地
域
で
巡
回
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

・自
宅
や
地
域
で
の
備
え
の
増
強
（
１
週
間
以
上
）
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

・土
肥
温
泉
旅
館
協
同
組
合
加
盟
の
旅
館
・ホ
テ
ル
を
事
前
避
難
先
と
し
て
、
「
災
害
時
に
お

け
る
宿
泊
施
設
等
の
提
供
に
関
す
る
協
定
」に
基
づ
く
利
用
と
な
る
。
（
避
難
者
に
利
用
料

が
発
生
し
ま
す
）

◆
事
前
避
難
対
象
地
域
の
指
定
避
難
所

【
問
合
せ
】

伊
豆
市
役
所

危
機
管
理
課

  
 T

E
L

(0
5
5
8
)7

2
-9

8
6
7

F
A

X
(0

5
5
8
)7

2
-6

5
8
8

E
-m

a
il

b
o
u
sa

i@
ci

ty
.iz

u
.s

h
iz

u
o
k
a
.j
p

指
定
避
難
所
以
外
の
避
難
可
能
施
設

南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨
時
情
報
（
巨
大
地
震
警
戒
）
が
発
表
さ
れ

た
と
き
は
、
健
常
者
は
、
昼
は
自
宅
、
夜
は
事
前
避
難
先
に
1
週
間

事
前
避
難
す
る
。

要
配
慮
者
は
、
終
日
、
事
前
避
難
先
に
1
週
間
事
前
避
難
す
る
。

土
肥
地
区
に
お
け
る
事
前
避
難
対
象
地
域

令
和
８
年
２
月
４
日
（
水
）
土
肥
地
区

区
長
会
資
料

（
危
機
管
理
課
）

N
o
.

行
政
区

指
定
避
難
所

１
大
藪

土
肥
小
中
一
貫
校

２
中
浜

土
肥
小
中
一
貫
校

３
平
野

土
肥
小
中
一
貫
校

４
浜

土
肥
小
中
一
貫
校

５
黒
根

土
肥
小
中
一
貫
校

６
屋
形

土
肥
小
中
一
貫
校

７
金
山

土
肥
小
中
一
貫
校

８
馬
場

土
肥
小
中
一
貫
校

９
小
池

丸
山
ス
ポ
ー
ツ
公
園
管
理
棟

1
0

松
原

丸
山
ス
ポ
ー
ツ
公
園
管
理
棟

1
1

西
浜

丸
山
ス
ポ
ー
ツ
公
園
管
理
棟

1
2

下
村

小
下
田
ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー

1
3

米
崎

小
下
田
ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー

巨
大
地
震
警
戒
が

発
表
さ
れ
る
と
き

土
肥
地
区
に
お
け
る
事
前
避
難
の
あ
り
方

南
海
ト
ラ
フ
沿
い
の
想
定
震
源
域

内
の
プ
レ
ー
ト
境
界
に
お
い
て
、
マ

グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
８
．
０
以
上
の
地
震
が

発
生
し
た
評
価
さ
れ
た
と
き

別
紙
５



か
ら
１
週
間
の
事
前
避
難
イ
メ
ー
ジ

南
海
ト
ラ
フ
地
震
発
生
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